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手続き内容 何のために行うの？ 対象者は？ 必要な手続きは？ 添付書類は？

公的年金の所得
税の源泉徴収に
係る申告

年金には所得税がかかり
ますが、その所得税を年
金から源泉徴収させてい
ただく場合に、税控除対
象の申告が必要になるた
め。

退職共済年金の受給者
のうち、年金額が108
万円以上（65歳以上の
方で老齢基礎年金受給
がある場合は80万円
以上、老齢基礎年金の
受給が無い場合は158
万円以上）である方

毎年10月上旬に「公的年
金等の受給者の扶養親族等
申告書」を送付しますので、
必要事項を記入し提出して
ください。

年金受給者に対
する受給権の調
査

年金の受給権があるかど
うかの調査が必要なため。

住民基本台帳ネットワ
ークで必要事項が確認
できない方及び加給年
金額対象者や障害の程
度について調査が必要
な方

誕生月に「年金受給権者現
況届」を送付しますので、
必要事項を記入し提出して
ください。

確認内容によっ
て、診断書など

加給年金額の加
算に係る調査

加給年金額の加算対象と
なる方（65歳未満の配
偶者等）がいるかどうか
の調査が必要なため。

組合員期間が20年以
上ある方

退職共済年金の定額部分の
加算時（平成19年度中に
60歳となる（なった）方に
ついては、64歳の誕生日前）
に「加給年金額対象者届出
書」を送付しますので、必
要事項を記入し提出してく
ださい。

住民票、所得証明
書、基礎年金番号
通知書、年金証書
の写しなど

加給年金額対象
者の60歳到達
に係る調査

加給年金額の加算対象と
なる方（65歳未満の配
偶者等）が60歳に到達
したときに、公的年金の
受給状況を確認する必要
があるため。

配偶者に係る加給年金
額が加算されている方

配偶者が60歳に到達した
後、1～2か月後に「加給年
金額対象者に係る公的年金
制度加入状況申告書」を送
付しますので、必要事項を
記入して提出してください。

加給年金額対象者
が受給権をもつ年
金証書の写しなど

再就職及び雇用
保険の加入に係
る調査

年金受給権者が再就職し
た場合に、年金の停止計
算や雇用保険の被保険者
情報の登録を行う必要が
あるため。

再就職された方で共済
組合に報告をされてい
ない方、再就職による
雇用保険被保険者番号
の報告が必要な方

年金受給権者が再就職した
ことが確認できた際に、調
査書類を送付します。なお、
その方の現状によって、送
付する書類は変わります。

「雇用保険被保険
者証」の写しなど

65歳時におけ
る請求書の提出

65歳までの退職共済年金
は特例による支給である
ことから、65歳になる
と本来の退職共済年金に
変更となり、再度請求書
の提出が必要となるため。

退職共済年金受給者で
65歳になられた方

「退職共済年金請求書」等
を送付しますので、必要事
項を記入し提出してくださ
い。
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手続き内容 何のために行うの？ 必要な手続きは？ 添付書類は？

住所変更 共済組合からのお知らせや送
金を正しく行うため。

「年金受給権者異動報告書
（住所・金融機関）」を提出し
てください。

変更後の住民票

複数の年金の受給権
を得た場合の調整に
係る報告

2種類以上の年金の受給権が
発生した場合、年金支給に調
整が必要なときがあるため。

「年金受給権選択申出書」（年
金の請求手続をされたところ
で選択の申出をする）を提出
してください。

再就職に関する報告

厚生年金や私学共済、議員共
済などに加入され勤務される
場合、年金支給に調整が必要
なときがあるため。

「年金受給権者再就職届出書
（他制度加入用）」を提出して
ください。

再就職先で雇用保険法に加入さ
れている場合は、「雇用保険被
保険者証の写し」

雇用保険の失業給付
受給に関する報告

失業給付による基本手当等を
受給された場合、年金支給に
調整が必要なため。また、受
給が終了した場合にその調整
を解除するため。

「雇用保険法による給付との
調整事由該当・非該当届出
書」を提出してください。

｢雇用保険受給資格者証｣の写し

定額部分加算年齢到
達前に、各年金法の
障害等級（1.2.3級）
に該当する程度の障
害状態になった場合
の報告

定額部分の加算年齢は、生年
月日によって繰り上がってい
ますが、一定の障害等級に該
当する程度の障害状態になっ
た場合は、届出のあった月の
翌月から定額部分等が加算さ
れるため。また、不該当とな
ったときは、その特例を解除
するため。

「障害者特例請求書・非該当
届書」を提出してください。

診断書又は障害に関する年金証
書の写しや加給年金対象者の戸
籍謄本、基礎年金番号通知書、
住民票、所得証明書など

加給年金額対象者の
異動（配偶者の死亡、
離婚、年金受給・年
金停止等又は子が養
子縁組、離縁等）の
報告

加給年金額はその対象者が一
定年齢（配偶者の場合は65
歳）に到達したときに失権し
ますが、それ以前に、前記の
事項に該当した場合には、加
給年金額の停止や失権処理等
を行うため。また、支給停止
の事由に該当しなくなったと
きは、停止を解除するため。

「加給年金額改定・支給停止
（解除）届出書」を提出して
ください。

異動内容に応じて、戸籍謄本、
年金証書など

年金受給者の死亡の
報告

年金受給権の失権や遺族年金
の裁定等の処理を行うため。

「遺族共済年金請求書」又は
「年金受給権消滅届・支払未
済給付請求書」を提出してく
ださい。

遺族の有無で提出書類が違いま
すので、共済組合にご確認くだ
さい。

受け取り金融機関の
変更

金融機関の証明または通帳の写
し

戸籍謄本氏名変更
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